
生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等

 

及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

 

第
一　

食
品
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
第
十
の
二
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
新
た
に
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
と
さ
れ
た
食
品
衛
生
法
上
の
権
限
の
う
ち
、
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ

 

な
い
も
の
を
定
め
る
こ
と
。

 

第
二　

水
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

 

一　

布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
を
改
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

 

二　

国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
連
携
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

 

三　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

 

第
三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
令
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
）

一　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
二
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
公
共
土
木
施
設
に
水
道
法
第
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
水
道
施
設
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
又
は
同
条
第



四
項
に
規
定
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
一
般
の
需
要
に
応
じ
て
、
給
水
人
口
が
五
十
人
以

上
百
人
以
下
で
あ
る
水
道
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
道
を
い
う
。
）
に
よ
り
水
を
供
給
す
る
事
業
に
係
る
取
水
施

 

設
、
貯
水
施
設
、
導
水
施
設
、
浄
水
施
設
、
送
水
施
設
若
し
く
は
配
水
施
設
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二　

一
の
公
共
土
木
施
設
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
災
害
の
い
ず
れ
か
一
に
よ
っ
て
必
要
を
生
じ
た
事
業
を
法
第
八
条
の
二

 

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
緊
要
な
災
害
復
旧
事
業
と
す
る
こ
と
。

 

１　

取
水
施
設
、
貯
水
施
設
又
は
導
水
施
設
の
破
壊
又
は
埋
塞
で
原
水
の
供
給
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の

 

２　

浄
水
施
設
の
破
壊
又
は
埋
塞
で
浄
水
を
得
る
の
に
重
大
な
支
障
を
与
え
る
も
の

 

３　

送
水
施
設
又
は
配
水
施
設
の
破
壊
又
は
埋
塞
で
浄
水
の
供
給
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の

 

三　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四　

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施
行
等

に
関
す
る
政
令
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
国
土
交
通
省
関
係

 

規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）

一　

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施
行
等



に
関
す
る
政
令
の
水
道
事
業
に
類
す
る
事
業
に
係
る
規
定
を
削
り
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援

 
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
国
土
交
通
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
に
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

 

二　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

 

第
五　

厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
（
第
十
一
条
関
係
）

 

一　

健
康
・
生
活
衛
生
局
に
置
か
れ
た
課
の
う
ち
、
水
道
課
及
び
食
品
基
準
審
査
課
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二　

健
康
・
生
活
衛
生
局
食
品
監
視
安
全
課
の
所
掌
事
務
に
、
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
衆
衛
生
上

必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準
に
関
す
る
こ
と
及
び
健
康
・
生
活
衛
生
局
の
所
掌
事
務
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
で
食
品
の

 

安
全
性
の
確
保
に
係
る
も
の
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

 

三　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

 

第
六　

国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
（
第
十
二
条
関
係
）

一　

水
管
理
・
国
土
保
全
局
の
所
掌
事
務
に
、
水
道
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
人
の
飲
用
に
供
す
る
水
の
利
用
に
関
す
る
こ
と

 

を
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

 

二　

大
臣
官
房
に
、
上
下
水
道
審
議
官
一
人
を
置
き
、
そ
の
職
務
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



三　

水
管
理
・
国
土
保
全
局
に
置
か
れ
た
部
の
う
ち
、
下
水
道
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
同
局
に
上
下
水
道
企
画
課
、
水

 
道
事
業
課
及
び
下
水
道
事
業
課
を
置
き
、
そ
れ
ら
の
所
掌
事
務
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

 

四　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

 

第
七　

環
境
省
組
織
令
の
一
部
改
正
（
第
十
三
条
関
係
）

一　

水
・
大
気
環
境
局
及
び
水
・
大
気
環
境
局
環
境
管
理
課
の
所
掌
事
務
に
、
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
水
道
水
そ
の
他

人
の
飲
用
に
供
す
る
水
に
関
す
る
水
質
の
保
全
及
び
衛
生
上
の
措
置
に
関
す
る
基
準
等
の
策
定
並
び
に
当
該
保
全
及
び
措

置
に
関
す
る
規
制
（
水
を
供
給
す
る
者
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ

 

と
。

 

二　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

 

第
八　

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
の
一
部
改
正
（
第
十
四
条
関
係
）

 

一　

題
名
を
「
薬
事
審
議
会
令
」
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

 

二　

委
員
の
人
数
を
三
十
人
か
ら
二
十
人
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

三　

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
に
置
か
れ
た
分
科
会
を
廃
止
す
る
こ
と
。



 

四　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
九　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

 

第
十　

施
行
期
日
等

一　

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
一
に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か

 

ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二　

整
備
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
条
関

 

係
）


